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電気関係学会東北支部連合大会（以下、連合大会と称する）における著作権について、下記に従い取

り扱うことに合意する。 

 

 

記 

 

 

1. 平成 22 年度以前の連合大会における著作権は、著者に帰属する。 

2. 平成 23 年度以降の連合大会における著作権の取り扱いは、以下の各項に従うものとする。 

2-1. 連合大会への論文の投稿に際し、著作権が譲渡されることを受理の要件とする。 

2-2. 著作権は連合大会を共催する各学会で共有する。 

2-3. 著作権の利用許諾申請を受けた学会は、共催する他学会の同意を要せず、独自に許諾を行うこ

とができる。この際、著作権の利用に関する手続き等は、各学会の著作権管理規程等に従う。

また、これに伴い得られた収入については許諾を行う学会の収入とすることができる。 

 

以上 

 


